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第 1章 概論

ITADとは何かということについて書かれていますが、定義付けなどは、今後、各方面の方々
が議論をすることによってより明確な姿となってあらわれていくでしょう。

第 2章 環境

紙面の都合上、ITADに関わる職員として最低限知るべき事柄の説明となりました。とはいえ、
これらを理解できれば、個々に出てこない語句についての理解も早いと思います。

第 3章 法規

ITADに関わる職員として知っておいた方がいいと思われる法令について説明します。できれ
ば、本章で紹介された条文については法令そのものを紐解いていただけたらと思います。

第 4章 実務

これを読んだ ITAD事業者の皆様は、「当社とは違うやり方だ」と思われる方も少なくないと
思います。標準的な一例としてお読みいただき、日常業務の参考にしていただきたいと思いま
す。

第 5章 データ抹消

この章は、網羅的でもありますが、実務編で説明したデータ抹消についての仕組みを論理的に
説明しています。高度な内容を含んでいますので、十分に読み応えがあると思います。
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